平成20年3月17日
物件（表示・テント）の登録のある皆様へ

横須賀市財政部契約課

入札参加条件となる発注業種の変更について

日頃より横須賀市が行う入札・契約に関しご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、横須賀市が発注する案内表示板やサインの制作及び設置に関しては、請負契約でありながら、業務委託の登録に適当な業種がないため、物件登録の業種：「その他」種目：「表示板・テント」で発注していました。
しかし、現状のままでは、業務委託の電子入札システムが利用できないために、最低制限価格が設定できないなど不都合が生じることが考えられます。
そのため、平成２０年度からは、案内表示板やサインの制作及び設置に対応する業種・種目を業務委託に追加（業種：「その他」種目：「案内表示板等制作・設置」）し、１０月以降の公告分から業務委託の電子入札システムで発注することとします。

つきましては、今後も案内表示板やサインの制作及び設置の入札に参加することを希望される方は、下記に従い手続きをお取りいただくようお願いいたします。

記

１．手続きについて

業務委託の登録がある方・・・電子入札システムから、登録業種・種目の追加変更手続き
業務委託の登録がない方・・・新規登録手続き
· 手続き方法は、業務委託の登録がある方とない方で異なりますが、電子入札システムがメンテナンス中のため、いずれの場合でも、手続きは４月以降に行っていただくことになります。

· 手続きの詳細については、業務委託の登録がある方は、電子入札システムのメインメニューの「ガイド一覧」にある「登録内容変更ガイド」を、業務委託の登録がない方は、横須賀市ホームページの「入札の広場」にある「入札システムのご案内」をご確認ください。
２．経過措置について
平成２０年９月末までに公告する案件については、電子入札システムを使用せず、郵便入札で行い、物件の「表示板・テント」、委託の「案内表示板等制作・設置」のいずれの登録でも入札に参加できることとしますので、新規登録または業種等の追加手続きは、平成２０年８月までに行うようにしてください。（申請手続きから入札参加可能となるまでには、新規で約１ヶ月、追加変更で約３週間の期間を要します。）
· ナンバープレートの製作のように、表示板等を成果品として納入するような案件は、原則として、従来からのように物件での発注となります。
３．屋外広告物としての取り扱いについて

　　発注する業務の内容が、屋外広告物の設置に当たる場合には、入札参加しようとする方が、横須賀市屋外広告物条例第２６条の規定による届出をしていることが条件となりますのでご注意ください。
（お問い合わせは、財政部契約課　担当：常盤　046-822-8167）
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【　物　件　】


業種「その他」・種目「表示板・テント」





【　委　託　】


業種「その他」・種目「案内表示板等制作・設置」





この期間に公告された案件は、物件・委託のどちらでも参加できる





【　物　件　】


入札参加できなくなる





入　札　参　加　条　件





登　録　手　続　き





物件・委託の両方に登録のある方





物件だけに登録のある方
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この期間内に電子入札システムによる業種・種目の追加が必要


＊手続き方法は、電子入札システムにあるガイドで確認





この期間内に「委託」の新規登録が必要（毎月3番目の木曜日）


＊手続き方法は、ホームページの入札の広場で確認
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